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協会けんぽにおける健診と特定保健指導の制度について

健診

協会けんぽでは、被保険者向けに「生活習慣病予防健診」、被扶養者向けに「被扶養者特定健診」を実施している。

協会けんぽの制度を利用せずに、事業所で法定健診を実施している場合は「事業者健診」として事業主へデータの提

供依頼を行い、健診結果を取得することで高確法に基づく健診を実施したものとみなされる。

対象者 内容 実施機関 費用負担

生活習慣病予防健診
対象者：被保険者
年齢：35～74歳

特定健診項目＋胸部・胃部レント
ゲン検査＋便潜血反応検査＋心
電図検査

協会けんぽが契約した健診機関
（静岡支部88機関）

総額 最高18,865円
自己負担最高 5,282円
協会補助額最高 13,583円

事業者健診
対象者：被保険（扶養）者
年齢：40～74歳

特定健診項目＋胸部レントゲン
検査＋心電図検査

事業所が委託した健診機関 協会けんぽの費用補助なし

被扶養者特定健診
対象者：被扶養者
年齢：40～74歳

特定健診項目 集合契約に参加した健診機関
協会補助額 7,150円
自己負担 集合A なし

集合B 1,755円

特定保健指導

協会けんぽの特定保健指導は、被保険者と被扶養者で実施機関、費用負担が異なる。

実施機関 費用負担

被保険者
・協会けんぽの保健師・管理栄養士
・生活習慣病予防健診契約締結機関のうち46機関
・特定保健指導専門機関 5機関

自己負担なし

被扶養者
・集合契約に参加した実施機関（89機関）
・協会けんぽと個別契約を行った実施機関

協会補助 動機づけ支援・8,470円 積極的支援・25,120円
・集合A 自己負担なし
・集合B 動機づけ支援 自己負担・2,530円

積極的支援 自己負担・7,880円



【被扶養者】 特定健診・特定保健指導の実施機関の契約方法について
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生活習慣病予防健診・被扶養者特定健診の概要

生活習慣病予防健診（被保険者） ※令和5年度より自己負担額引き下げ（費用総額の28％）

・生活習慣病予防健診は特定健診の検査項目と比較すると充実した内容となっている。

特定健診（被扶養者）

種類 対象者 検査項目 自己負担額

一般健診 35歳以上75歳未満

●問診、身体計測（腹囲など）●視力、聴力測定●
血圧測定●尿検査●便潜血反応検査●血液一般検査
●肝機能検査●胸部レントゲン検査●胃部レントゲ
ン検査●心電図検査

最高5,282円
（費用総額18,865円）

付加健診
40歳、50歳の方のみ、一般健診とセットでのみ受
診可

●尿沈渣顕微鏡検査●血液学的検査●生化学的検査
●眼底検査●肺機能検査●腹部超音波

最高2,689円
（費用総額9,603円）

乳がん検診
40歳～74歳の偶数年齢の
女性、一般健診とセット
でのみ受診可

40歳～48歳の方 ●問診●乳房エックス線検査●視診●触診

※視診、触診は医師の判断により実施

最高1,574円
（費用総額5,621円）

50歳以上の方
最高1,013円

（費用総額3,619円）

子宮頸がん
検診

40歳～74歳の偶数年齢の女性、一般健診とセット
でのみ受診可

●問診●細胞診
最高970円

（費用総額3,463円）20歳～38歳の偶数年齢の女性、単独で受診可
（36・38歳の者は一般健診とのセット受診も可）

肝炎ウイルス
検査

一般健診を受診する方（過去に受けた方は除く） ●ＨＣＶ抗体検査●ＨＢｓ抗原検査
最高582円

（費用総額2,079円）

対象者 種類 検査項目 保険者負担額

40歳以上75歳未満の
被扶養者のみ

基本的な健診 ●問診、身体計測（腹囲など）●血圧測定●尿検査●血液検査 7,150円

詳細な健診
●貧血検査●眼底検査●心電図●血清クレアチニン検査
（医師の判断により実施）

3,400円
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事業者健診データの取得

労働安全衛生法による定期健診を受診した40歳以上75歳未満の加入者の健診結果記録の写しを取得する
ことにより、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく健診を実施したものとみなされる。
※下記以外に紙媒体で提出されるパターンもあり。

［A 契約により健診機関にデータ提出を委任するパターン］ ［B 同意書により協会へのデータ提出に同意するパターン］

【高齢者の医療の確保に関する法律】

第20条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うも
のとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提供を受けたとき、又は第26条第2項の規定
により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りではない。

（２）提供方法及び費用等について委託契約締結

（３）健診結果データの提供・請求

（４）支払

健診機関

事業所

協会けんぽ

受診者（従業員）

・安衛法の健診実施
・労働者へ結果通知
※保険者への契約締結の旨の通知
※保険者への定められた形式等による結果提供

②受診

※検査項目・問診項目の一致
※保険者番号の記入
※被保険者記号・番号の記入

③結果通知
④費用請求

（１）保険者への①の契約締結の旨の通知

問診票の作成（国）

⑤健診結果通知

契約書（ひな形）の作成（国）

同意書勧奨
同意書提出不要

①契約（事業者が健診実施機関に委託）
①契約

健診機関 協会けんぽ
（７）支払

（６）健診結果データ提供・請求

（４）同意書（写）

（３）提供方法及び費用等について委託契約締結

受診者（従業員）事業所

③結果通知
④費用請求

（２）同意書提出

（１）同意書勧奨

②受診

⑤健診結果通知

・安衛法の健診実施
・労働者へ結果通知

（５）被保険者記号・番号等通知・突合

※検査項目・問診項目の不一致
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特定保健指導の実施における被保険者と被扶養者の相違点

・被保険者に対しては、協会けんぽ保健師等が事業所に訪問し、保健指導を行うという方法を主としてい
たが、健診当日に健診機関で特定保健指導を行うことができるよう施策をシフトしている。また、被保険
者は受診者負担が無料である。

・被扶養者に対しては、特定健診に使う「受診券」と、健診当日に特定保健指導を利用できる「利用券」を
兼ねた「セット券」を送付している。健診当日、保健指導を行わなかった特定保健指導対象者には、後日、
「特定保健指導利用券」を送付している。「特定保健指導利用券」と案内チラシ、実施機関一覧表を送付
するのみであることが基本であり、受診者負担も発生するため、被扶養者の特定保健指導実施率は被
保険者と比べ、低いものとなっている。

被保険者 被扶養者

実施者
・協会けんぽ所属保健師および管理
栄養士
・健診機関、専門機関等の委託機関

集合契約または個別契約により契約した
健診機関等

受診者負担 なし
一部負担あり（各契約により金額が異なる）
・集合A 自己負担なし
・集合B 動機づけ支援 自己負担・2,530円

積極的支援 自己負担・7,880円

ご案内方法 事業所を通じて対象者に案内する。
対象者の自宅にセット券または特定保健
指導利用券を送付する。
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